
オトリブ音楽業務委託約款 

 

本約款は、株式会社オトリブ（以下、オトリブという）と登録アーティスト

（以下、登録者という）の間で、オトリブがお客様に提供する各種音楽サービ

スについてその全部または一部を登録者に委託する契約（以下、本契約とい

う）を締結するにあたり、本契約の内容をまとめたものです。大切な内容を含

みますので、必ず登録前に一読し、契約後であっても必要に応じて適宜確認

し、不明な点があればオトリブに確認してください。 

 

第１条【業務の内容】 

１ 本契約は、オトリブが指定する方法をもって登録者からの登録申込を受け、

オトリブ内での審査を経て、オトリブより登録者に登録完了の連絡をした

時点で成立する。 

２ 本契約は、オトリブと登録者との基本的な契約内容を規定するものであり、

個別の委託に関する契約（以下、個別契約という）は、別途オトリブが具体

的な業務内容、提供日時、場所等を明記したメール等を送信する方法により

発注し、登録者がこれを承諾した時点で適宜成立するものとする。なお、本

契約と個別契約との間に相違がある場合には個別契約が優先するものとす

る。 

３ 本契約に基づきオトリブが登録者に個別に委託する業務（以下、委託業務と

いう）は以下の通りとする。なお、特別に合意があれば、以下の内容に限ら

れない。 

  ① 生演奏委託       結婚式場、イベント会場およびパーティー

会場等で歌唱または楽器による生演奏等を

行うことを内容とするもの。 

  ② 音楽レッスン講師委託  学校、託児所またはお客様の自宅等（オンラ

インによる場合も含む）で歌唱のレッスン

またはピアノやバイオリン等の楽器を使用

したレッスンを行うことを内容とするもの。 

  ③ 音楽教室委託      オトリブの運営する教室でお客様に対し歌

唱のレッスンまたは楽器を使用したレッス

ンを行うことを内容とするもの（英語等の

外国語を用いる業務も含む）。 

  ④ 作詞、作曲、編曲委託  作詞、作曲または編曲（あるいは複数）業務

を内容とするもの。 



４ 前項④作詞、作曲、編曲委託についての著作権（著作権法第 27条及び第 28

条に定める権利を含む）の取り扱いは、楽曲ごとに個別に協議した上で決定する

ものとする。  

 

第２条【登録者の義務】 

１ 登録者は、各種委託業務に関連してお客様等との間でクレーム等のトラブ

ルが発生した場合には直ちに、オトリブへ報告し、またオトリブの指示に従

って協働し誠意を持って適時適切な対策を講じるものとする。 

２ 登録者は、各種委託業務を行うにあたり、オトリブから服装や髪型等の指定

があった場合には、その指示に従うものとする。 

３ 登録者は、音楽の楽しさ、素晴らしさを伝え、お客様および生徒の満足を最

大化することを目標とし、演奏または音楽指導に向けた事前練習もしくは

準備等に最大限努力するものとする。 

４ 登録者は、ベストパフォーマンスを発揮できる様に、委託業務当日の気候ま

たは交通事情を踏まえ、スケジュールや体調を管理し、または演奏で使用す

る楽器の準備を徹底することで、演奏本番での事故等を予め回避するため

に最大限努力するものとする。 

５ 登録者は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、最寄駅、プロフィ

ール等オトリブが別途指定する情報（以下、登録情報という）についてオト

リブが別途指定する方法にて登録し、これに変更が生じた際には、速やかに

オトリブへ報告しなければならない。なお、オトリブは、お客様へ各種音楽

サービスを提供するために必要となる最小限の範囲に限り、登録情報をお

客様に開示することができるものとし、登録者は予めこれに同意するもの

とする。 

６ 登録者は、委託業務の実施後、オトリブの指定する期日（オトリブの別段の

指示のない限り、実施日の翌日（ただし、同日が月末の場合は翌月 1日）の

午前 8時。）までに、オトリブ所定の様式において業務報告書を作成のうえ、

オトリブへ提出しなければならない。登録者は、業務報告書の提出も委託業

務に包含されることを理解し、所定の期日までに業務報告書の提出をしな

ければ委託業務が完了していないものとみなし、委託報酬の支払を受けら

れないことに予め同意する。 

 

第３条【契約期間と更新】 

本契約の期間は契約成立後 1 年間（オトリブから特別に異なる期間を指定した

場合には、その期間が適用される）とするが、期間満了日の 30日前迄にオトリ

ブもしくは登録者のいずれか一方から書面（電子メールを含む。以下同じ。）に

よる解約の申し出がない場合は、自動的に 1 年間更新するものとし、以後も同

様とする。 



第４条【委託報酬の支払い】 

オトリブは、個別契約に別段の定めのない限り、関係する税法に則り、源泉徴収

を取り扱う（源泉徴収対象業務については源泉分を控除して支払う）ものとし、

委託業務が完了していること（第 2 条第 6 項に従って業務報告書が提出されて

いることを含む。）を条件として、登録者に対して、源泉徴収後の当月分の報酬

総額を委託業務の実施日の属する月の翌月末日（土日祝日の場合は金融機関の

前営業日）に銀行振込にて支払うものとする。なお、振込手数料はオトリブ負担

とする。 

 

第５条【委託契約の終了】 

１ オトリブは契約期間内であっても、登録者に対して 30日前までに通知する

ことにより、本契約または個別契約を解除することができる。ただし、以下

の各号のいずれかに該当する場合は、オトリブは、当該通知をすることを要

しない。 

① 災害その他やむを得ない事由により通知することが困難な場合 

② オトリブと他の事業者との間の業務委託契約が解除されたことにより、

当該業務委託契約に係る業務に関して締結されたオトリブと登録者と

の間の個別契約を解除する必要がある場合 

③ 契約期間が 30日以下の個別契約を解除する必要がある場合 

④ 登録者の責めに帰すべき事由により直ちに解除する必要がある場合 

⑤ 登録者の事情により、6ヶ月以上の間、本契約に基づく業務委託をして

いない場合 

２ 登録者は、オトリブへ書面をもって事前予告することにより、申し出日の翌

月末をもって本契約を解除することができる。なお解除後であっても、既に

受けている委託業務については、責任を持って対応する義務を負う。 

３ 登録者は、契約が解除された時点で、オトリブから貸与を受けているものが

あれば、直ちにこれをオトリブに返却しなければならない。 

 

第６条【情報管理】 

登録者は、委託業務において知り得た取引先企業名を含めた企業情報、お客様の

個人情報（個人情報の保護に関する法律第 2 条の定義に従う）またはお客様や

お客様の家庭に関するプライベートな情報等委託業務に関するすべての内容に

ついて、オトリブが特別に許可した場合を除き、第三者に開示または口外（SNS

への投稿を含むが、それに限られない。以下同じ。）してはならない。 

 

第７条【個人契約の禁止】 

１ 登録者が本契約期間中または本契約終了後に以下の行為を行うことを禁止

する。 



 ① オトリブにより直接的または間接的に知り合ったお客様（例えば、オトリ

ブが直接紹介したお客様の知人または親族等を含む。以下「オトリブ顧客」

という。以下、同じ。）との名刺や連絡先の交換。 

 ② オトリブ顧客に対し、オトリブを通さず演奏やレッスン等のオトリブが

取り扱うサービスを提供する行為。 

 ③ オトリブ顧客に対し、オトリブの許可なく物販や告知物を配布する行為。 

 ④ 前条の規定に違反してオトリブによる許可なく委託業務に関する情報を

第三者に開示または口外する行為。 

２ 前項②を行った事実が発覚した場合には、登録者は違約罰としてオトリブ

に対し当該事実により得た、または得る予定の金銭の 10倍相当額を即刻支

払わなければならないものとする。また、登録者が前項④を行ったことによ

り第三者との間で紛争やトラブル等が発生した場合には、登録者は自らの

責任において問題解決を図り、オトリブは何らの責任も負わないものとす

る。 

 

第８条【委託業務の注意事項】 

１ オトリブは、登録者が委託業務を行うにあたって、その目的地の往復途中ま

たは目的地で発生した事故（交通事故等を含むがそれに限られない）につい

て一切の責任を負わない。 

２ 登録者は委託業務を行うにあたって、お客様をはじめ第三者からの苦情等

アクシデントが発生した場合には、結果として損害が出た、またはトラブル

に発展したか否かを問わず、直ちにオトリブに報告する。 

３ お客様の都合により委託業務の全部または一部がキャンセルとなった場合

における委託報酬相当額の支払い等の対応については、個別契約の定めに

従うものとする。 

 

第９条【委託業務の規則】 

登録者は本約款のみならず、オトリブが規定する諸ルールを遵守しなければな

らない。 

 

第 10条【損害賠償】 

登録者が故意または過失（楽器の故障、紛失等が発生した際において委託業務の

提供に支障をきたした場合は登録者に過失があったものとみなす）によりオト

リブに財産的損害を与えた場合、およびオトリブの社会的信用を害するに至っ

た場合には、登録者はオトリブに対しこれに関連して発生した一切の損害を賠

償しなければならない。 

 

 



第 11条【反社会的勢力の排除】 

登録者は、オトリブに対し、本契約成立時において、暴力団、暴力団員、準構成

員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治標ぼうゴロ、特殊知能

暴力集団を含む一切の反社会勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわた

っても該当しないことを確約する。 

 

第 12条【本約款の変更】 

１ オトリブは、30 日の予告期間をおいて、本約款を変更する旨、その変更内

容及びその効力発生日を、オトリブのウェブサイトへの掲載、登録者への通

知その他の方法により告知することにより、本約款を変更することができ

るものとする。 

２ 登録者が第 1 項に基づく本約款の変更後に各種委託業務を行った場合、変

更後の新本約款に同意したものとみなす。 

 

第 13条【その他】 

本契約及び個別契約に関する紛争は、その訴額に応じて東京地方裁判所または

東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。また、万が一本契約に関して、

その名目を問わず金銭の支払義務が発生した場合には、登録者は公正証書の作

成に協力しなければならない。 

 

以上 
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